
 

地域密着型サービス事業者等事前協議事業者の選定等に関する要綱 

(平成18年6月6日健康福祉局長決裁) 

 

（趣旨） 

第1条 この要綱は，仙台市指定地域密着型サービス事業者等の指定申請における事前申出及び事

前協議手続に関する要綱（平成 18年 6月 6日健康福祉局長決裁。以下「事前申出等手続要綱」

という。）第５条第３項に基づき，事前協議事業者の選定等の手続について定めるものとする。 

 

（地域密着型サービス等事前協議事業者審査委員会の設置） 

第２条  事前協議事業者の選定を適正に行うため，地域密着型サービス等事前協議事業者審査委員

会（以下「審査委員会」という。）を設置する。 

 

（審査委員会の所掌事務） 

第３条  審査委員会は事前申出等手続要綱第８条第1項の事前協議を行う事業者の選定等に関する

事項を，別記に定める選定基準に基づき審議する。 

 

（組織） 

第４条  審査委員会の委員は，総務課長，障害者支援課長，高齢企画課長，介護保険課長，各区障

害高齢課長（出席者は1名とし，年度ごとに各区輪番制により決するものとする）をもってこれ

に充てる。 

 

（委員長） 

第５条  審査委員会に委員長を置き，保険高齢部長をもってこれに充てる。 

２  委員長は，審査委員会を代表し，委員会を統括する。 

３ この要綱に定めるもののほか，審査委員会の運営に必要な事項は，委員長が定める。 

４  委員長に事故あるとき又は欠けたときは，あらかじめ委員長の指名する委員が，その職務を代

理する。 

 

（会議） 

第６条  委員長は，必要に応じ，審査委員会を招集し，その議長となる。 

２  審査委員会は，審査にあたっては，あらかじめ，介護保険条例施行規則第 22 条第１項本文に

規定する地域密着型サービス運営委員会に諮り，意見を求めるものとする。 

３  委員長は，必要があると認めるときは，委員以外の者を会議に出席させ，意見又は説明を求め

ることができる。 

４  審査委員会は，委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

５  審査委員会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，委員長の決す

るところによる。 

 

（庶務） 

第７条  審査委員会の庶務は，保険高齢部介護事業支援課において処理する。 

 

（事前協議事業者の決定） 

第８条  委員長は，審査委員会の審査結果について，健康福祉局長に報告する。 

２ 健康福祉局長は，前項の報告に基づき，事前協議事業者を決定する。 



 

（その他） 

第９条  この要綱に定めるもののほか，地域密着型サービス事業者等事前協議事業者選定等につい

て必要な事項は，健康福祉局長が定める。 

 

  附 則 

（実施期日） 

この要綱は，平成18年6月6日から実施する。 

  附 則（平成19年11月29日改正） 

この改正は，平成19年11月29日から実施する。 

附 則（平成20年6月18 日改正） 

この改正は，平成20年6月18日から実施する。 

附 則（平成21年7月3日改正） 

この改正は，平成21年7月3日から実施する。 

附 則（平成22年7月20日改正） 

この改正は，平成22年7月20日から実施する。 

附 則（平成25年5月29日改正） 

この改正は，平成25年5月29日から実施する。 

附 則（平成29年３月31日改正） 

この改正は，平成29年４月１日から実施する。 

 

 

別記（第３条関係） 

 

地域密着型サービス事業者等の指定申請における事前協議対象者の選定基準 

 

１ 地域密着型サービス事業の実施理由 

 

２ 法人または法人代表者の高齢者福祉事業における実績 

 

３ 地域密着型サービス事業所経営の安定性 

 

４ 施設運営の考え方 

 

５ サービスの内容（具体性，適切性，創意工夫等） 

 

６ 日常生活圏域内における地域住民との連携 

 

７ 事業予定地の確保状況 

 

８ その他健康福祉局長が必要と認めた項目 

 


